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イギリス、ロンドンにオフィスとデータセンターを設立 

 ～2012 年 8 月 ヨーロッパ初の拠点を設立、電子証拠開示サービスのグローバル展開を加速～ 

 

株式会社 UBIC（本社：東京都港区、代表取締役社長：守本 正宏、以下「UBIC」）は、今月、イギリスのロンドン

にオフィスとデータセンターを開設致しました。 

UBIC は、日本を始め、アジアのグローバル企業の国際訴訟をアジア言語に精通した強みを活かして支援しておりま

す。お客様は、ハイレベルなＩＴ技術と数多くの実績を誇る電子証拠開示（以下「e ディスカバリ」）支援サービスの

活用で、証拠作成の品質の大幅向上や訴訟戦略を有利に進めるだけでなく、訴訟コストの削減も可能となります。 

当局から要求される e ディスカバリにおいて、アジア言語を扱う専門技術を持つ支援サービスの必要性がグローバル

規模で高まってきており、2003 年の会社設立以来、今日までに 250 件以上の国際訴訟支援サービスと 580 件以上のコ

ンピュータフォレンジック調査サービスを提供しております。UBIC は、お客様の情報データの安全性確保、作業の効

率化およびコストの削減を実現するために、グローバルに証拠データを一元管理する専属ベンダーとなることを推進し

ておりますが、このたび、在イギリス、およびヨーロッパでビジネスを展開する既存のお客様からの強い要望もあり、

ロンドンでのサポートをスタートする運びとなりました。 

また、1995 年に採択された『EU データ保護指令』1及びその改定より、EU 加盟国及び EEA（欧州経済領域）加

盟国合計 30 ヶ国では十分なレベルの個人情報の保護を講じていない国に対する個人情報の移転が禁じられており、ヨ

ーロッパ域内に支援体制を確立することは国際訴訟を支援する企業として必要不可欠な措置であります。 

近年のヨーロッパは、日本、韓国をはじめアジアの有力企業が多数存在することから、今後、訴訟案件が増加するこ

とが予想されます。また、ロンドンには米国系の大手法律事務所も数多くオフィスを構えており、企業だけではなく、

法律事務所のお客様に対しても、より迅速なサポートをご提供するため、ロンドンにリーガルクラウドのデータセンタ

ーも併せて開設しました。これにより、在イギリス企業だけでなく在ヨーロッパの企業、法律事務所に対する更なるサ

ービス向上が見込まれます。 

【ロンドン支店 概要】 

所在地：1 Down Place, London W6 9JH, UK 

電話： +44(0)208 762-6196 

 

【ロンドンデータセンター 概要】 

所在地：ロンドン市内（セキュリティの関係上、詳細な所在地は公表しておりません）  

                                                   
1 個人データ取扱いに係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する取り決め。1995年採択、1998年発効。 

 

 



 
 

【UBIC リーガルクラウド】 

シェアド・プライベート・クラウドとしてのサービス提供を基本としており、e ディスカバリ支援システム「Lit i View」

(リット・アイ・ビュー)と、それを利用するための各種ソフトウェア環境を SaaS として提供するばかりでなく、さら

に、それを用いたリーガルプロセス支援サービスまでをワンストップで提供します。セキュリティや冗長性といった安

全面の機能を担保しながら、同時にシステム運用のコスト低減を実現します。 

【UBIC について】 

代表取締役社長: 守本 正宏 東京都港区港南 2-12-23 

URL: http://www.ubic.co.jp/ 

UBIC は、国際的カルテル調査や連邦海外腐敗行為防止法（FCPA）に関連する調査、知財訴訟、PL 訴訟、などで要

求される電子データの証拠保全及び調査・分析を行う e ディスカバリ事業（電子証拠開示支援事業）のほか、電子デー

タ中心の調査を行なうフォレンジック調査サービスを提供する、リーガルハイテクノロジー総合企業。アジア言語対応

能力では世界最高水準の技術と、アジア圏最大の処理能力を有するラボを保有。2007 年 12 月米国子会社を設立。アジ

ア・米国双方からアジア企業関連の訴訟支援を実施。2009 年末には企業内でも国際訴訟における電子証拠開示が可能

な電子証拠開示システム「Lit i View」（リット・アイ・ビュー）を自社開発し、2011 年 10 月からはクラウドサービス

として「UBIC リーガルクラウドサービス」の提供を開始。2012 年 5 月、米国最大手格付会社ガートナー社より、UBIC

の e ディスカバリサービスが、日本で初めて、技術と実績でヴィジョナリーとして選出される。 

2003 年 8 月 8 日設立。2007 年 6 月 26 日東証マザーズ上場。資本金 602,993,750 円（2012 年 6 月 30 日現在）。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社 UBIC 財務部 TEL:03-5463-6344  FAX:03-5463-6345 

TEL:03-5463-6344

